
西宮市障害者生活支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 本市における障害者の生活支援事業については、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法律第123号。以下「法」という。）及び西宮市障害

者地域生活支援事業実施要綱に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（事業内容） 

第２条 この要綱は、障害者に対し、日中の介護サービスや創作的活動の機会の提供を行うこ

とにより、障害者の福祉の増進や社会参加の促進を図ることを目的とする。 

（実施の方法） 

第３条 市長は、この事業を運営が可能と判断される社会福祉法人（以下「事業者」という。）

に委託することにより、実施することができるものとする。 

（利用対象者） 

第４条 利用対象者は、法第５条第７項に規定する生活介護の障害福祉サービスの支給決

定を受けていない者で、このサービスを必要とし、市長が認めた者とする。 

 （申請） 

第５条  この事業の利用をしようとする障害者又は障害児の保護者（以下「利用者等」と

いう。）は、介護給付費障害児通所給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費療養介護

医療費地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減免等申請書（以下「申請書」とい

う。）を市長に提出するものとする。 

 （利用決定） 

第６条  市長は、前条の申請があった場合は、西宮市生活支援調査票（様式第１号）に基

づき調査を行い、速やかに利用の要否を決定し、利用が適当な場合は西宮市生活支援事

業利用決定通知書（様式第２号）により利用者等に通知するものとする。 

 （程度区分） 

第７条  程度区分については、「身体障害者に係る厚生労働大臣が定める区分（平成15年

厚生労働省告示第36号）」及び「知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分（平成15

年厚生労働省告示第37号）」に準じて決定する。 

 （変更申請） 

第８条  第６条の規定により決定された内容について利用者等が変更しようとするときは、申

請書を市長に提出するものとする。 

 （変更通知） 

第９条  市長は、前条の規定による申請を受理した場合、その要否について西宮市生活支援

事業利用変更決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

 （資格喪失） 

第１０条 第６条の規定により決定された利用者等が次に掲げる場合において、この利用資格

を喪失する。 

（1）利用決定に係る障害者等が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。 

（2）利用決定した障害者等が、有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。 

   （但し、住所地特例による住所変更を除く。） 



（3）利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。 

（4）利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。 

（決定通知書の再交付の申請） 

第１１条 決定通知書を紛失又は破損した場合は、決定通知書再交付申請書（様式第４号）に

より再交付を申請するものとする。 

（給付費の支給） 

第１２条 市長は、この事業の利用者に対し第６条の調査による区分に基づき、平成 18 年

3 月 29 日厚生労働省告示第１６９号の別表介護給付費単位数表の通則イ、ロ及び６の障

害者デイサービス費に準じて、単価の１００分の９０に相当する額を給付費として支払

うものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び事業者から

の申出があった場合はこの限りでない。  

 （代理受領） 

第１３条 前条の規定により代理受領の委任を受けた事業者は、生活支援事業費請求書（様式

第５号）に生活支援事業費明細書（様式第６号）及び生活支援事業提供実績記録票（様式第  

７号）を添えて、市長に費用の請求をするものとする。 

２ 給付費の支給は、事業者から利用実績があった月の翌月１０日までに請求がなされた分に

ついて、翌々月末日までに行うものとする。 

 （負担上限額） 

第１４条 利用決定障害者等がこの事業を利用した場合、給付費単価の１００分の１０に相当

する額を負担するものとする。但し、同一の月の負担額は別表１で定める額を上限とする。        

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から実施する。 
付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 
  付 則 
この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

付 則 
この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 



 
別表１ 
 

18
歳

以

上 

区  分 負担上限月額 
生活保護 ０円 
低所得（市町村民税非課税世帯に属する者） ０円 
一般（世帯の市町村民税所得割合計額が 16 万円未満） ９，３００円 
一般（世帯の市町村民税所得割合計額が 16 万円以上） ３７，２００円 

※ 利用者本人が 18 歳以上の場合の「世帯」の範囲は「利用者本人及び同一世帯に属する配偶

者」とする。 
 

18
歳

未

満 

区  分 負担上限月額 
生活保護 ０円 
低所得（市町村民税非課税世帯に属する者） ０円 
一般（世帯の市町村民税所得割合計額が 28 万円未満） ４，６００円 
一般（世帯の市町村民税所得割合計額が 28 万円以上） ３７，２００円 

 
 

 

 


